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「令和 8 年度中小企業人材確保事業 採用力強化支援事業委託業務」に係る質問及び回答 

 

 質 問 回 答 

1 

＜仕様書＞ 

 「５ 業務内容（１）」のセミナーは、どの程度の長さ（２時間、

半日等）を想定しているか。 

仕様で定めていないが、オンライン ・対面ともに各１日 （午前 ・午後）を想

定している。セミナー内容にもよると思われるので、企画提案の内容を踏まえ

て最終決定することとなる。 

２ 

＜仕様書＞ 

  「５ 業務内容 （１）及び （２）」における目標は決まっているの

か。 

（１）採用戦略支援塾 （企業向けセミナー）の目標は特に明確なものはなく、

各地域における対面講義会場の収容人数等を考慮し、参加企業数を決定する。 

（２）伴走型支援 ・就職 ・転職フェア出展等採用活動への支援の目標は、 「参

加企業 30社」としている。 

３ 

＜仕様書＞ 

  「５ 業務内容 （１）」のセミナー会場として想定している各県民

事務所内会議室の最大収容定員はどの程度か。 

必ずしも広い会議室を確保できるわけではないという前提で、以下のとおり

回答する。 

尾張 ：120 人、知多 ：54 人、西三河 ：90 人、東三河 ：70 人、新城設楽 ：40 人 

４ 

＜仕様書＞ 

  「５ 業務内容 （４）」の取組事例の横展開とは、具体的にどのよ

うなものか。 

伴走型支援等を活用した企業の取組事例を他の企業に横展開するため、県

Web ページにおける掲載内容案を作成するとともに、市町村や商工会と連絡・

調整をしていただくまでを想定している。 

５ 

＜仕様書＞ 

  「９ 留意事項 （５）」について、支援を受けた企業が結果的に自

社サービス（就職イベントや就職情報サイトへの掲載等）を利用し

た場合も、経費の対象外となるか。 

参加企業が委託事業者の事業を活用すると、参加企業の意思で結果的に選択

したものだとしても、恣意的に自社サービスへ誘導していると捉えられる可能

性がある。よって、本事業の契約期間内に、参加企業が自社サービスを利用す

ることがないようにしていただきたい。 

 


